
特定寄付金及び指定寄付金取扱基準 

(昭和 45年社庶第 105号通知別紙) 

 

第一 対 象 

社会福祉事業又は更正保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供され

る土地,建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用(融資により,すでに取得し,又は改

良した土地,建物及び機械その他の設備に係る償還に要する費用を含む。以下「社会福祉施設整備

費」という。),これらの事業に係る経常的経費(職員の人件費,研修費及び入所者の処遇費その他

社会福祉事業又は更正保護事業に係る相談,助成等の経費をいい,以下「経常的経費」という。)

又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金(以下「基金造成費」という。)に充てるため,

中央共同募金会又は都道府県共同募金会(以下「共同募金会」という。)に対して支出される寄付

金であって,寄付者が所得税法の特定寄付金又は法人税法の指定寄付金として取り扱われること

を希望するものを対象とする。 

 

 

第二 寄付金の受入れ 

１ 取扱機関 

一都道府県内で配分されることを目的として寄付される寄付金については当該都道府県共同

募金会が,二以上の都道府県にわたって配分されること又は全国的視野から受配者が選定され

ることを目的として寄付される寄付金については中央共同募金会が,寄付金の受入れ及び配分

を行うものとする。 

 

２ 受入れの決定 

(1) 共同募金会は,寄付金を受け入れるときは,、寄付者から寄付申込書の提出を求めるものと

する。 

(2) 共同募金会は,受配者を指定していない寄付金については,直ちに受け入れるものとし,領

収書を寄付者に交付するものとする。 

(3) 共同募金会は,受配者を指定している寄付金(以下「受配者指定寄付金」という。)につい

ては,当該寄付金が所得税法の特定寄付金又は法人税法の指定寄付金として指定される趣旨

に適合しているものであるかどうかを審査し,適合しているものについて受け入れるものと

し,受け入れたときは,領収書を交付するものとする。 

 

３ 受配者指定寄付金の受入れの審査基準 

(1) 受配者指定寄付金は,次の基準に適合するものでなければならないものとする。 

① 社会福祉施設整備費,経常的経費又は基金造成費であって,社会福祉の増進に著しく寄与

するとともに緊急に必要とされるものであること。 

② 当該寄付者について,税の不当な軽減をきたす結果とならないこと。 

(2) この基準において,「特別の関係」とは,寄付者と受配者との間の次に掲げる関係をいう。 

① 寄付者(法人である場合はその役員をいう。)又はその親族が受配者の役員又は職員であ



るという関係(②に該当する場合を除く。) 

② 寄付者が受配者との間において,建設請負,物品納入,物品貸付又は業務委託に係る契約

を締結している関係 

(3) 受配者指定寄付金について,寄付者と特別の関係にある者を受配者とする場合は,次のい

ずれかに該当するもの(寄付者と受配者との間に(2)の②の特別の関係がある場合は,③に

限る。)を除き,税の不当軽減をきたす結果となるものとみなす。 

① 当該寄付者の寄付金の額の二分の一を超える金額が当該寄付者と特別の関係にある者以

外の者に配分されるもの 

② 受配者と特別の関係にある各寄付者の寄付金の額がそれぞれ当該受配者に対する総配分

額の二分の一に満たないもの 

③ ①又は②に該当しない場合であって,共同募金会が次に掲げる要件を充たしていると認

めたもの 

ア 寄付者と特別の関係にある者の受配者からの報酬の受給状況及び受配施設の利用状

況が適正であること。 

イ 寄付者と受配者との間に建設請負に係る契約を締結している関係がある場合はその

契約手続について,都道府県市が行う公共事業の扱いに準じて適切に行われており,かつ,

一括下請負が行われていないこと。 

ウ 寄付者と受配者との間に物品納入,物品貸付又は業務委託に係る契約を締結している

関係がある場合は,その契約手続について,競争入札や複数業者からの見積合わせ,市場

価格調査等により適正に行われていること。 

工 寄付者と受配者との間に(2)の②の特別の関係があり,かつ,寄付者が受配者たる法人

の理事又は評議員である場合は,寄付者が当該建設請負等に係る契約の入札価格の決定

や業者選定等に係る理事会又は評議員会の議事の議決に加わっていないこと。 

 

４ 建設請負又は物品納入に係る契約を締結している関係等がある場合の受配者指定寄付金の審

査に必要な関係書類について 

(1) 共同募金会は,建設請負又は物品納入が適切に行われたものであるかを確認するため,寄

付者から必要な関係書類を提出させ,審査を行うものとする。 

(関係書類の例) 

    ① 定款 

    ② 「特別の関係」にある者の一覧 

    ③ 役員名簿 

    ④ 寄付金の支出を決定した役員会議事録 

    ⑤ 経理規程 

    ⑥ 予算・決算書 

    ⑦ 下請け業者一覧 

    ⑧ その他必要となる関係書類 

 (2) 共同募金会は,第三者である建築士による契約手続,契約内容等の点検等の実施に必要と

なる関係書類を受配者から提出させ,審査を行うものとする。 



(関係書類の例) 

① 設計監理契約書 

② 設計監理者の選定理由書及び事業実績（過去５年間) 

③ 建築確認通知書 

④ 指名参加業者への入札通知書及び入札書 

⑤ 入札予定価格調書 

⑥ 工事請負契約書 

⑦ 見積書 

⑧ 工事工程表 

⑨ 工事請負業者の登記簿謄本,経営事項審査決定通知書及び建築業登録証明書 

⑩ その他必要となる関係書類 

(3) 共同募金会は,寄付者と受配者の間に建築請負又は物品納入に係る契約関係がない場合で

あっても,寄付者が当該事業の建設請負業者等の下請けの関係にある場合,又は,寄付者が当

該事業の建設請負業者等及びその下請け業者の役員である場合には,前記(1)及び(2)の関係

書類を寄付者及び受配者から提出させ,審査を行うものとする。 

 

 

第三 寄附金の配分 

１ 共同募金会は,受配者から寄付金配分申請書の提出を受けて配分計画を決定し,これに基づい

て配分を行うものとする。 

２ 受配者を指定していない寄付金の配分計画の決定については,「第二－３ 受配者指定寄付金

の受入れの審査基準」の例により,取り扱うものとする。 

 

 

第四 配分計画に係る事業の変更,完了報告等 

１ 事業の変更 

(1) 受配者は,配分計画の決定後に,当該配分計画に係る事業(以下「配分事業」という。)の内

容に変更が生じた場合には,配分変更申請書を共同募金会に提出するものとする。 

(2) 共同募金会は,受配者から配分変更申請書の提出を受け,「第二－3受配者指定寄付金の受

入れの審査基準」の例により審査し適合していると認めるときは,当該事業内容の変更を決定

するものとする。 

 

２ 完了報告 

受配者は,配分事業が完了した場合には,完了報告書を共同募金会に提出するものとする。 

 

３ 寄付金の返還等 

共同募金会は,受配者指定寄付金について,あらかじめ寄付者及び受配者から,次に該当する

場合は当該寄付金を寄付者に返還することを内容とする寄付金返還承諾書の提出を受け,それ

に従い,当該寄附金を寄付者に返還するものとする。ただし,当該寄付金の全部又は一部を他の



受配者に配分することについて当該寄付者の同意を得た場合は,この限りでない。 

① 受配者から寄付金配分申請書の提出がない場合又は「１ 事業の変更」により寄付金の全

部又は一部の返還があった場合 

② 寄付金の受入れの後に生じた事情の変更等により,「第二－３ 受配者指定寄付金の受入れ

の審査基準」の(1)の基準その他本基準に違反することとなり,共同募金会が寄付金の返還が

適当と認めた場合 

 

 

第五 都道府県等との連携 

共同募金会は,本基準に基づく審査に当たっては,都道府県等の関係部局から必要な指導及び協

力を得て行うものとする。 

 

 

第六 結果の報告及び公表 

１ 中央共同募金会は,毎会計年度終了後二月以内に共同募金会の実績を取りまとめ厚生労働省

を経由して財務省に報告するものとする。 

２ 共同募金会は,１の報告後速やかに,当該会計年度における受配者ごとの配分額が３,０００

万円を超える寄付金について,寄付者及び受配者の名称並びに配分額を公表するものとする。 

 


